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原 議 保 存 期 間 3 0 年

(平成51年12月31日まで)

各 附 属 機 関 の 長 警 察 庁 丙 運 発 第 2 2 号

各 地 方 機 関 の 長 殿 警察庁丙交企発第4 5号

各都道府県警察の長 警察庁丙交指発第1 4号

（参考送付先） 平 成 2 1 年 ５ 月 1 1 日

庁内各局部課長 警 察 庁 交 通 局 長

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う交通警察の運営について

道路交通法の一部を改正する法律（平成19年法律第90号。別添１）は、平成19年６

月20日に公布され、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

（平成21年政令第11号。別添２）により、悪質・危険な運転者の運転免許を受けるこ

とができない期間（以下「欠格期間」という。）の延長及び認知機能検査（法第97条

の２第１項第３号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。）の導入を内容とす

る同法附則第１条第２号に掲げる規定は、本年６月１日から施行されることとなった。

また、同法の施行に伴い、道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成21年政令

第12号。別添３）が本年１月30日に、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

（平成21年内閣府令第28号。別添４）及び運転免許に係る講習に関する規則及び運転

免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する規則（平成21年国家公安委員会

規則第４号。別添５）が本日公布され、公布日から施行される一部の規定を除き、本

年６月１日から施行されることとなった。

今回施行される悪質・危険な運転者の欠格期間の延長及び認知機能検査の導入に関

する改正規定の趣旨、内容及び留意事項は別紙のとおりであるので、本改正規定が円

滑かつ適切に施行されるよう、関係事務の運営に万全を期されたい。
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別紙

（凡例）

「改正法」：道路交通法の一部を改正する法律（平成19年法律第90号）

「旧法」：改正法による改正前の道路交通法（昭和35年法律第105号）

「法」：改正法による改正後の道路交通法

「改正令」：道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第12号)

※ 改正令は、平成21年４月24日に公布、施行された道路交通法施行令及び道路交

通法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令（平成21年政令第127号）

により、改正が行われている。

「令」：改正令による改正後の道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）

「改正府令」：道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成21年内閣府令第2

8号）

「府令」：改正府令による改正後の道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）

「改正規則」：運転免許に係る講習に関する規則及び運転免許取得者教育の認定に関

する規則の一部を改正する規則（平成21年国家公安委員会規則第４号）

「旧講習規則」：改正規則による改正前の運転免許に係る講習に関する規則（平成６

年国家公安委員会規則第４号）

「講習規則」：改正規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則

「認定規則」：改正規則による改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則（平

成12年国家公安委員会規則第４号）

「運転殺人等」：令別表第２の備考の２の113に規定する運転殺人等

「運転傷害等」：自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で

故意（人の殺害に係るものを含む。）によるもの（建造物を損壊させる行為にあ

っては、当該行為によって人が負傷した場合に限る。）

「運転傷害等（治療期間３月以上又は後遺障害）」：令別表第２の備考の２の115に規

定する運転傷害等（治療期間３月以上又は後遺障害）

「運転傷害等（治療期間30日以上）」：令別表第２の備考の２の117に規定する運転傷

害等（治療期間30日以上）

「運転傷害等（治療期間15日以上）」：令別表第２の備考の２の119に規定する運転傷

害等（治療期間15日以上）

「運転傷害等（治療期間15日未満又は建造物損壊）」：令別表第２の備考の２の121に

規定する運転傷害等（治療期間15日未満又は建造物損壊）

「危険運転致死」：令別表第２の備考の２の114に規定する危険運転致死

「危険運転致傷」：人の傷害に係る刑法第208条の２の罪に当たる行為

「危険運転致傷（治療期間３月以上又は後遺障害）」：令別表第２の備考の２の116に

規定する危険運転致傷（治療期間３月以上又は後遺障害）

「危険運転致傷（治療期間30日以上）」：令別表第２の備考の２の118に規定する危険
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運転致傷（治療期間30日以上）

「危険運転致傷（治療期間15日以上）」：令別表第２の備考の２の120に規定する危険

運転致傷（治療期間15日以上）

「危険運転致傷（治療期間15日未満）」：令別表第２の備考の２の122に規定する危険

運転致傷（治療期間15日未満）

「酒酔い運転」：令別表第２の備考の２の123に規定する酒酔い運転

「麻薬等運転」：令別表第２の備考の２の124に規定する麻薬等運転

「救護義務違反」：令別表第２の備考の２の125に規定する救護義務違反

「故意道路外致死傷等」：法第90条第１項第６号に規定する道路外致死傷で故意によ

るもの又は刑法第208条の２の罪に当たるもの

「故意道路外致死傷等（死亡）」：令別表第５第１号に掲げる行為

「故意道路外致死傷等（治療期間３月以上又は後遺障害）」：令別表第５第２号に掲

げる行為

「故意道路外致死傷等（治療期間30日以上）」：令別表第５第３号に掲げる行為

「故意道路外致死傷等（治療期間30日未満）」：令別表第５第４号に掲げる行為

第１ 悪質・危険運転者対策の推進を図るための規定の整備

１ 趣旨

運転免許に係る行政処分は、将来における道路交通上の危険を防止するために

行うものであるが、従来、欠格期間は５年が上限とされていた。このため、例え

ば、危険運転致死傷罪（刑法第208条の２）に当たる行為をした場合にも、運転

免許が取り消されて５年の欠格期間が指定されることになっているように、極め

て悪質・危険な運転者についても、これ以上処分を強化できない状況にあった。

そこで、悪質・危険な運転者について、より長期間の欠格期間を適用できるよ

うにすることにより、道路交通の安全の確保を図るため、欠格期間の上限を延長

するとともに、酒気帯び運転等に付する基礎点数を引き上げ、行政処分を強化す

ることとしたものである。

２ 内容

(1) 悪質・危険な運転者に対する欠格期間の延長

ア 点数制度による処分

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、①運転殺人等若

しくは運転傷害等、②危険運転致死若しくは危険運転致傷、③酒酔い運転若

しくは麻薬等運転又は④救護義務違反（以下「特定違反行為」という。）を

したことを理由として免許を拒否し、若しくは取り消し、又は運転を禁止し

た場合の欠格期間の指定の基準及びそれぞれの特定違反行為に対して付する

基礎点数を次のとおりとした。（法第90条第２項、第６項及び第10項、第103

条第２項及び第８項並びに第107条の５第２項並びに令第33条の２、第33条

の４、第38条、第40条、別表第２の２の表並びに別表第３の２の表）
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(ｱ) 特定違反行為をしたことを理由として行政処分を行う場合の累積点数と

欠格期間の対応関係は次のとおりとした。

欠格期間 前歴なし 前歴１回 前歴２回 前歴３回以上

10年 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上

９年 65点～69点 60点～64点 55点～59点 50点～54点

８年 60点～64点 55点～59点 50点～54点 45点～49点

７年 55点～59点 50点～54点 45点～49点 40点～44点

６年 50点～54点 45点～49点 40点～44点 35点～39点

５年 45点～49点 40点～44点 35点～39点

４年 40点～44点 35点～39点

３年 35点～39点

(ｲ) 運転殺人等又は運転傷害等について、結果の重大性に応じて次のとおり

行政処分の基礎点数を付した。

・ 運転殺人等 62点

・ 運転傷害等（治療期間３月以上又は後遺障害） 55点

・ 運転傷害等（治療期間30日以上） 51点

・ 運転傷害等（治療期間15日以上） 48点

・ 運転傷害等（治療期間15日未満又は建造物損壊） 45点

(ｳ) 危険運転致死傷について、結果の重大性に応じて次のとおり行政処分の

基礎点数を付した。

・ 危険運転致死 62点

・ 危険運転致傷（治療期間３月以上又は後遺障害） 55点

・ 危険運転致傷（治療期間30日以上） 51点

・ 危険運転致傷（治療期間15日以上） 48点

・ 危険運転致傷（治療期間15日未満） 45点

(ｴ) 酒酔い運転又は麻薬等運転（以下「酒酔い運転等」という。）について、

行政処分の基礎点数として、35点を付した。

なお、酒酔い運転等で交通事故を起こした場合には、次のとおり、引き

続き交通事故の場合の付加点数の表（令別表第２の３の表）を用いて点数

を加える。（令別表第２の備考１の２）

ａ 交通事故が専ら違反者の不注意によって発生したものである場合

・ 酒酔い運転等で死亡事故 35点＋20点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間３月以上又は後遺障害） 35点＋13点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間30日以上） 35点＋９点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間15日以上） 35点＋６点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間15日未満） 35点＋３点
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ｂ 上記以外の場合

・ 酒酔い運転等で死亡事故 35点＋13点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間３月以上又は後遺障害） 35点＋９点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間30日以上） 35点＋６点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間15日以上） 35点＋４点

・ 酒酔い運転等で事故（治療期間15日未満） 35点＋２点

(ｵ) 救護義務違反について、行政処分の基礎点数として、35点を付した。

イ 点数制度によらない処分

(ｱ) 公安委員会は、故意道路外致死傷等をしたことを理由として免許を拒否

し、又は取り消した場合の欠格期間の指定の基準を次のとおりとした。（法

第90条第２項、第６項及び第10項並びに第103条第２項及び第８項並びに

令第33条の２、第38条並びに別表第５）

・ 故意道路外致死傷等（死亡） ８年

・ 故意道路外致死傷等（治療期間３月以上又は後遺障害） ７年

・ 故意道路外致死傷等（治療期間30日以上） ６年

・ 故意道路外致死傷等（治療期間30日未満） ５年

(ｲ) 酒酔い運転等について付する基礎点数を25点（前歴がない場合に欠格期

間２年相当）から35点（前歴がない場合に欠格期間３年相当）に引き上げ

ることに伴い、酒酔い運転等の重大違反唆し等の欠格期間を２年から３年

に引き上げた。（令第33条の２、第38条及び別表第４）

(ｳ) 救護義務違反が特定違反行為として位置付けられ、独立の処分理由とな

ることから、救護義務違反を重大違反唆し等の対象に加えた。（令第33条

の２の３）

(ｴ) 特定違反行為に該当することを理由に、免許を取り消そうとするときは、

従来どおり、事前手続として法の「意見の聴取」を行うこととし（故意道

路外致死傷等に係るものを除く。）、故意道路外致死傷等に係るものにつ

いては、法の「聴聞」を行うこととした。（法第104条及び第104条の２）

(2) 酒気帯び運転等に付する基礎点数の引上げ

改正法により、酒気帯び運転及び過労運転等の法定刑が従来の酒酔い運転及

び麻薬等運転と同等に引き上げられたことを踏まえ、酒気帯び運転（呼気中の

アルコール濃度0.25mg/1以上）及び過労運転等に対して付する行政処分の基礎

点数を13点から25点に、酒気帯び運転（呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上

0.25mg/l未満）の基礎点数を６点から13点に引き上げた。（令別表第２）

(3) 一般違反行為をしたことを理由として行政処分を行う場合の累積点数の区分

の見直し

令別表第２の１の表の上欄に掲げる違反行為（以下「一般違反行為」という。）

をしたことを理由として行政処分を行う場合においても、特定違反行為をした

ことを理由として行政処分を行う場合と同様、運転者の危険性及び結果の重大



- 6 -

性についてきめ細かく評価して欠格期間を指定することができるよう、４年の

欠格期間の基準を新たに設けることとし、一般違反行為をしたことを理由とし

て行政処分を行う場合の累積点数と欠格期間の対応関係を次のとおりとした。

（令別表第３の１の表）

欠格期間等 前歴なし 前歴１回 前歴２回 前歴３回以上

５年 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上

４年 40点～44点 35点～39点 30点～34点 25点～29点

３年 35点～39点 30点～34点 25点～29点 20点～24点

２年 25点～34点 20点～29点 15点～24点 10点～19点

１年 15点～24点 10点～19点 5点～14点 4点～9点

停止・保留 6点～14点 4点～9点 2点～4点 2点又は3点

（注： の部分が今回の改正により新設された部分）

(4) 経過措置

ア 改正法の経過措置

(ｱ) 施行日前に旧法第90条第１項ただし書の規定による免許の拒否若しくは

保留の基準、同条第４項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の

基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停

止については、なお従前の例によることとした。（改正法附則第４条第１

項）

(ｲ) 上記(ｱ)によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消し

を受けた者に対する欠格期間の指定については、なお従前の例によること

とした。（改正法附則第４条第２項）

(ｳ) 施行日前に旧法第107条の５第１項の規定又は同条第８項において準用

する旧法第103条第３項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当

したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止

の期間については、なお従前の例によることとした。（改正法附則第４条

第３項）

イ 改正令の経過措置

(ｱ) 施行日前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しく

は効力の停止若しくは欠格期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消

しの基準については、なお従前の例によることとした。（改正令附則第３

条第１項）

(ｲ) 施行日前にした行為に付する点数については、なお従前の例によること

とした。（改正令附則第３条第２項）

３ 留意事項

(1) 改正内容の周知の徹底

酒気帯び運転等に付する基礎点数の引上げについて、あらゆる機会を通じて
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広報啓発を行い、飲酒運転の防止を図るなど、改正内容の周知の徹底に努める

こと。

(2) 職員に対する教養の徹底

上記２の改正内容について、職員に対する教養を徹底し、行政処分等におけ

る誤りの絶無を期すこと。

(3) その他

改正令は、道路交通法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の

一部を改正する政令（平成21年政令第127号）により改正されている。これに

より、公布時の改正令による改正後の道路交通法施行令別表第２の備考の２の

114から126までは、令においては、一ずつ繰り上がり、113から125までとなっ

ていることに留意すること。

第２ 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備

１ 趣旨

高齢の免許保有者は年々増加しており、これに伴い、75歳以上の運転者が第１

当事者となった免許保有者数当たりの死亡事故件数が他の年齢層のものに比べ高

いなど、高齢運転者に係る事故情勢は極めて厳しいものとなっている。また、認

知症の有病率は加齢とともに増加し、高齢運転者の事故の特徴を見ると、運転に

必要な記憶力・判断力の低下が原因の一つとみられる出会い頭の事故や一時不停

止による事故等の割合が高くなっている。そこで、

・ 認知機能検査において自己の記憶力・判断力の状態を自覚してもらうととも

に、検査結果に基づくきめ細かな高齢者講習を実施することによって高齢者の

安全運転の継続を支援し、

・ 取消し等の対象である認知症の免許保有者を的確に把握する機会を作る

ため、75歳以上の免許保有者に、免許証の更新等の機会に認知機能検査の受検を

義務付けるとともに、公安委員会は検査結果に基づく高齢者講習を行うことした

ものである。

２ 内容

(1) 認知機能検査

免許証の更新を受けようとする者で更新期間満了日における年齢が75歳以上

のものは、更新期間満了日前６月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会

（法第101条の３第１項の規定により法第101条の２の２第１項に規定する経由

地公安委員会を含む。）が行った認知機能検査を受けなければならないことと

するとともに、公安委員会は、認知機能検査の結果に基づいて高齢者講習を行

うこととした。（法第97条の２第１項第３号イ並びに第101条の４第２項及び第

３項）

また、特定失効者（法第97条の２第１項第３号に規定する特定失効者をいう。

以下同じ。）で75歳以上のものは、免許申請書を提出した日前１年以内に認知
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機能検査及び当該認知機能検査の結果に基づく高齢者講習を受けていなければ

ならないこととした。（法第97条の２第１項第３号及び府令第26条の２関係）

なお、認知機能検査を受検する義務がある者は、免許証の更新を受けようと

する者で更新期間満了日における年齢が75歳以上のものにあっては更新期間満

了日（法第101条の２第１項の規定による免許証の更新の申請（以下「特例更

新申請」）をしようとする者にあっては、当該申請をする日）が施行日から起

算して６月を経過した日以後である者について、特定失効者で75歳以上のもの

にあっては施行日から起算して６月を経過した日の翌日以後に免許が失効した

者であることとした。（改正法附則第５条）

ア 認知機能検査の方法

認知機能検査は、次の方法により行うこととした。（府令第26条の３）

(ｱ) 認知機能検査を行っている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること

（以下「時間の見当識」という。）。

(ｲ) 16の物の図画を名称及び分類とともに示し、一定の時間が経過した後に

名称を記述させること（以下「手がかり再生」という。）。

(ｳ) 時計の文字盤を描かせた後に、指示した時刻を長針及び短針により表示

させること（以下「時計描画」という。）。

イ 認知機能検査の委託を受けることができる法人

認知機能検査については、公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な

技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の

実施に必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査員講習」とい

う。）を終了した25歳以上の者が業務を行うために必要な数以上置かれてい

る法人に限り、委託することができることとした。（府令第31条の４の２及

び講習規則第４条）

なお、施行日前に公安委員会が行った認知機能検査員講習を終了した者に

ついても、施行日以後に行われる認知機能検査員講習を終了した者とみなす

こととした。（改正規則附則第４項）

(2) 臨時適性検査

ア 基準該当者に対する臨時適性検査

公安委員会は、認知機能検査を受けた者で記憶力・判断力が低くなってい

るとされた者（以下「基準該当者」という。）が次のいずれかに該当する場

合には、臨時適性検査を行うこととした。

(ｱ) 特定失効者として免許を受けようとして認知機能検査を受け、基準該当

者になった者が、免許申請書を提出した日の１年前の日から申請書を提出

した日の前日までに認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政

令で定める一定の違反行為（以下「基準行為」という。）をしていた場合

（法第102条第１項）

(ｲ) 免許証の更新を受けようとして認知機能検査を受け、基準該当者になっ
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た者が、法第101条第１項の更新申請書の提出（以下「通常更新申請」と

いう。）をした場合にあっては更新期間満了日の１年前の日から通常更新

申請をした日の前日までに、特例更新申請をした場合にあっては更新期間

満了日の１年前の日から特例更新申請をした日の前日までに、基準行為を

していた場合（法第102条第２項）

(ｳ) 認知機能検査を受けて特定失効者として免許を受けた者、通常更新申請

をした者又は特例更新申請をした者で、基準該当者となったもの（(ｱ)又

は(ｲ)に該当する者を除く。）が、それぞれ免許を受けた日以後、更新申請

書を提出した日以後又は更新の申請をした日以後に基準行為をした場合

（法第102条第３項）

イ 基準該当者を判定するための認知機能検査の結果の基準

基準該当者を判定するための認知機能検査の結果の基準は、次の数式によ

り算出した数値が36以上であることとする。（府令第29条の３第１項）

7.731＋0.641×Ａ－0.523×Ｂ－0.315×Ｃ

この式において、Ａ、Ｂ及びＣは、それぞれ次の数値を表すものと

する。

Ａ 時間の見当識により記述された事項について、次に定めるとこ

ろにより算出した数値の総和

１ 記述された年と認知機能検査を行った時の年との差に相当す

る年数に10を乗じて得た数値（記述された元号が認知機能検査

を行った時の元号と異なる場合にあっては、60とする。）（た

だし、算出する数値の上限は、60とする。）

２ 記述された月と認知機能検査を行った時の月との差に相当す

る月数に５を乗じて得た数値（ただし、算出する数値の上限は、

30とする。）

３ 記述された日と認知機能検査を行った時の日との差に相当す

る日数に１を乗じて得た数値（ただし、算出する数値の上限は、

15とする。）

４ 記述された曜日と認知機能検査を行った時の曜日との差に相

当する日数に１を乗じて得た数値（ただし、算出する数値の上

限は、３とする。）

５ 記述された時刻と認知機能検査を行った時の時刻との差に相

当する分数を30で除して得た数値（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）（ただし、算出する数値の上限

は、５とする。）

Ｂ 手がかり再生により記述された物の名称が正しく記述された場

合に当該正しく記述された物の数に１を乗じて得た数値

Ｃ 時計描画により描かれた図画について、次に掲げるところによ
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り算出した数値の総和

１ １から12までの数字が描かれている場合には、１（１から12

までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。）

２ 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、１

３ １から12までの各々の数字についてその描かれている位置が

正しい場合には、１

４ ２つの針が描かれている場合には、１

５ 指示された時が表示されている場合には、１

６ 指示された分が表示されている場合には、１

７ 指示された時及び分が表示されている場合であって、時針が

分針よりも短く描かれているときには、１

ウ 基準行為

試験的に実施した認知機能検査の結果により記憶力・判断力が低くなって

いるとされた者に有意に多かった運転行動と認知症に特有の症状を踏まえ、

次の法の規定に違反する行為を基準行為とした。（令第37条の７第１項）

なお、基準行為には、改正法の施行日前にした行為は含まれないものとし

た。（改正令附則第２条）

法第７条（信号機の信号等に従う義務）

法第８条（通行の禁止等）第１項

法第17条（通行区分）第１項から第４項まで又は第６項

法第20条（車両通行帯）

法第25条の２（横断等の禁止）

法第26条の２（進路の変更の禁止）第２項又は第３項

法第33条（踏切の通過）第１項又は第２項

法第35条（指定通行区分）第１項

法第36条（交差点における他の車両等との関係等）

法第37条（交差点における他の車両等との関係等）

法第38条（横断歩道等における歩行者等の優先）

法第38条の２（横断歩道のない交差点における歩行者の優先）

法第42条（徐行すべき場所）

法第43条（指定場所における一時停止）

エ 臨時適性検査の受検免除

臨時適性検査の通知を受けた者が、通知された期日までに臨時適性検査の

通知を受けることとなった事由に係る主治の医師が作成した診断書であっ

て、臨時適性検査を受けることとなった事由に該当しないと認められるかど

うかについて当該医師の意見が記載されている医師の診断書を提出した場合

には、臨時適性検査を受けなくてもよいこととした。（法第102条第７項及び
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府令第29条の３第４項）

オ 改正前の規定により臨時適性検査の通知を受けた者についての経過措置

旧法第102条第３項の規定により臨時適性検査の通知を受けた者は、法第1

02条第６項の規定により臨時適性検査の通知を受けた者とみなすこととし

た。（改正法附則第６条）

(3) 高齢者講習

高齢者講習を、認知機能検査の結果に基づいて行う講習以外の講習と認知機

能検査の結果に基づいて行う講習に区分し、その講習方法及び講習時間を定め

た。（法第101条の４第１項及び第２項並びに府令第38条第12項）

ア 認知機能検査の結果に基づいて行う講習以外の講習

(ｱ) 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものと

することを講習方法に加えた。

(ｲ) 講習時間は３時間（小型特殊免許のみを受けている者に対する講習時間

は１時間30分（改正前は２時間））とした。

イ 認知機能検査の結果に基づいて行う講習

(ｱ) 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものとすることを講習方法とし

た。

(ｲ) 講習時間は２時間30分（改正前は３時間）とした（小型特殊免許のみを

受けている者に対する講習時間は１時間30分（改正前は２時間）とした。）。

(4) 75歳以上の者に対する通知

公安委員会は、更新期間満了日における年齢が75歳以上の者に、高齢者講習

に関する事項に加え、更新期間満了日前６月以内に認知機能検査を受けていな

ければならないこと、認知機能検査を受けることができる日時、場所等につい

て記載した書面を送付することとした。（法第101条の４第３項）

(5) 特定任意高齢者講習及び運転免許取得者教育（高齢者講習同等）の基準の整

備

終了者について高齢者講習の受講が免除されることとなる、法第108条の２

第２項の規定による講習（以下「特定任意高齢者講習」という。）及び高齢者

講習と同等の効果がある運転免許取得者教育の課程（以下「運転免許取得者教

育（高齢者講習同等）」という。）の基準について、次のとおり規定を整備し

た。

ア 特定任意高齢者講習の基準

特定任意高齢者講習を、更新期間満了日における年齢が70歳以上75歳未満

の者に対する講習と更新期間満了日における年齢が75歳以上の者に対する講

習に区分し、それぞれ次のとおり講習の基準を定めた。（講習規則第２条）

なお、更新期間満了日における年齢が75歳以上の者であって、当該日が施
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行日から起算して６月を経過した日前であるものについては、70歳以上75歳

未満の者に対する特定任意高齢者講習を行うこととした。（改正規則附則第

２項）

(ｱ) 更新期間満了日における年齢が70歳以上75歳未満の者に対する講習

チャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者以外の者に対する講習

については、自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を

含むものであることを基準に加えた。

(ｲ) 更新期間満了日における年齢が75歳以上の者に対する講習

講習を次のとおり区分し、それぞれ講習の基準を定めた。

ａ 認知機能検査の結果が、上記(2)イに掲げる数式により算出した数値

が０以下（この点数以下の者は、認知機能検査の結果、記憶力・判断力

に心配がないと判定された者である。）であり、当該認知機能検査を受

けた後にチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者に対する講習

認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであることを基準とし

た。

なお、施行日前にチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者に

ついては、認知機能検査の結果にかかわらず、施行日以後においても、

この講習を受けることができることとした。（改正規則附則第３項）

ｂ ａ に掲げる者以外の者に対する講習

認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであることを基準とし

た。

講習時間は２時間30分以上とした。

イ 運転免許取得者教育（高齢者講習同等）の基準

運転免許取得者教育（高齢者講習同等）を、更新期間満了日における年齢

が70歳以上75歳未満の者に対する課程と更新期間満了日における年齢が75歳

以上の者に対する課程に区分し、更新期間満了日における年齢が75歳以上の

者に対する課程の基準を次のとおり定めた。（認定規則第４条）

なお、更新期間満了日における年齢が75歳以上の者であって、当該日が施

行日から起算して６月を経過した日前であるものについては、70歳以上75歳

未満の者に対する高齢者講習と同等の効果がある運転免許取得者教育の課程

を行うこととした。（改正規則附則第６項）

(ｱ) 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものとすることを基準とした。

(ｲ) 教育時間は２時間30分以上とした。

(6) 様式の改正

高齢者講習終了証明書、チャレンジ講習受講結果確認書、特定任意高齢者講

習終了証明書、運転免許取得者教育（高齢者講習同等）終了証明書について、
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認知機能検査の結果に基づいて行うもの又はそれ以外のものの別に応じ、不要

の文字を横線で消して使用できるよう、様式を改めた。（府令別記様式第22の1

0の７、講習規則別記様式第１号及び第３号並びに認定規則別記様式第２号）

(7) その他

ア 高齢者講習等を受講することができる期間に関する規定の整備

(ｱ) 高齢者講習を更新期間満了日の６月前から受講することができることと

した。（法第101条の３第１項及び第101条の４第１項）

(ｲ) 特定任意高齢者講習及び運転免許取得者教育（高齢者講習同等）の受講

期間を、「免許証の更新を申請する日前６月」から、高齢者講習の受講期

間と同一の「更新期間が満了する日前６月」に改めた（令第37条の６の２

関係）。ただし、施行日前に、特定任意高齢者講習又は運転免許取得者教

育（高齢者講習同等）を受けた者については、受講期間を「免許証の更新

を申請する日前６月」とした。（改正令附則第４条）

イ 国家公安委員会への報告

公安委員会は自動車等の運転者が認知機能検査を受けたときは、次の事項

を国家公安委員会に報告しなければならないこととした。（法第106条及び府

令第31条の３）

(ｱ) 認知機能検査を受けた者の生年月日及び性別

(ｲ) 免許を現に受けている者にあっては、免許証番号

(ｳ) 免許を受けていたことがある者にあっては、その者が当該認知機能検査

を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号

(ｴ) 認知機能検査を受けた年月日

(ｵ) 上記(2)イに規定するＡ、Ｂ及びＣの数値

ウ 委託することができない事務

免許関係事務のうち委託することができない事務として、次の事務を加え

た。（令第40条の３）

法第90条第２項の規定による免許の拒否に係る事務

法第90条第６項又は第103条第２項の規定による免許の取消しに係る事務

法第90条第10項又は第103条第８項の規定による欠格期間の指定に係る事

務

法第97条の２第１項第３号イ又は第101条の４第２項の規定による認知機

能検査の結果の判定に係る事務

法第102条第１項から第３項までの規定による適性検査の結果の判定に係

る事務

法第102条第７項ただし書の規定により提出された診断書の受取りに係る

事務

法第107条の５第２項の規定による自動車等の運転の禁止に係る事務

エ 認知機能検査の結果に基づく高齢者講習の実施の委託を受けた者等の守秘
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義務

認知機能検査の結果に基づく高齢者講習の実施の委託を受けた者（その者

が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの者

であった者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ないこととした。（法第108条の２第４項）

なお、認知機能検査は免許関係事務に当たり、その委託を受けた法人の役

員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならないこととされている。（法第108条第２項）

オ 認知機能検査手数料及び高齢者講習手数料に係る規定の整備

(ｱ) 認知機能検査手数料及び認知機能検査の結果に基づいて行う75歳以上の

者に対する高齢者講習手数料の標準をそれぞれ次のとおり定めた。（法第1

12条第１項第５号の３及び令第43条第１項）

改 正 前 改 正 後

物件費及び施設 人件費に対応す 物件費及び施設 人件費に対応す

費に対応する額 る額 費に対応する額 る額

認知機能検査 － － 250円 400円

高齢者講習 小型特殊自動車免許以外の第

（75歳以上の 一種免許又は第二種免許を受 － － 1,750円 3,600円

者に対して行 けている者に対する講習

うもの） （参考） 高齢者講習手数料総額 6,150円 認知機能検査手数料と高齢者講習
手数料総額の合計 6,000円

小型特殊自動車免許のみを受
－ － 700円 1,650円

けている者に対する講習

（参考） 高齢者講習手数料総額 3,000円 認知機能検査手数料と高齢者講習
手数料総額の合計 3,000円

(ｲ) 70歳以上75歳未満の者に対して行う高齢者講習について、講習内容の変

更に伴い、手数料の標準について積算を改め、手数料の標準を次のとおり

改めた。（令第43条第１項）

改 正 前 改 正 後

物件費及び施設 人件費に対応す 物件費及び施設 人件費に対応す

費に対応する額 る額 費に対応する額 る額

高齢者講習 小型特殊自動車免許以外の第 講習１時間 講習１時間

（70歳以上75 一種免許又は第二種免許を受 について について 1,900円 3,900円

歳未満の者に けている者に対する講習 850円 1,200円

対して行うも （参考） 高齢者講習手数料総額 6,150円 高齢者講習手数料総額 5,800円

の） 小型特殊自動車免許のみを受 講習１時間 講習１時間
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けている者に対する講習 について について 700円 1,650円

500円 1,000円

（参考） 高齢者講習手数料総額 3,000円 高齢者講習手数料総額 2,350円

カ 施行前に交付された書面の様式についての経過措置

施行前に交付された出頭命令書、高齢者講習終了証明書、チャレンジ講習

受講結果確認書、特定任意講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、

運転免許取得者教育（更新時講習同等）終了証明書及び運転免許取得者教育

（高齢者講習同等）終了証明書の様式については、なお従前の例によること

とした。（改正府令附則第２項及び改正規則附則第７項）

キ 高齢者講習指導員についての経過措置

施行日以後の高齢者講習指導員（高齢者講習について旧講習規則第６条第

２項各号のいずれにも該当する者をいう。以下同じ。）は、認知機能検査の

結果に基づく指導に必要な技能及び知識を有することが必要となるところ、

施行日前の高齢者講習指導員であっても、一定の研修（認知機能検査の結果

に基づく指導に必要な技能及び知識を含むもの）を受けた者は、施行日以後

も高齢者講習指導員とみなすこととした。（改正規則附則第５項）

３ 留意事項

(1) 高齢者の心情に配慮した業務の実施

認知機能検査及び検査結果に基づく高齢者講習は、75歳以上の者に対して実

施されるものであることから、高齢者の心情に配慮して実施するとともに、高

齢者に分かりやすく、かつ、丁寧に説明すること。

(2) 認知機能検査の呼称

認知機能検査の第一の目的は、高齢者講習を実施する際に、記憶力・判断力

の状況を個々人ごとに明らかにし、検査結果に基づく高齢者講習を実施して、

安全運転を支援することにあり、また、検査は医学的な診断を行うためのもの

ではなく、講習前に予備的に行うものである。このため、「認知機能検査」と

いう法の略称をそのまま用いた場合には、高齢者が無用の不安を抱くおそれが

あることから、「講習予備検査」という名称を用いて、広報や説明を行うこと。

(3) 認知機能検査の性質についての確実な説明

受検者やその家族が認知症の診断を行うものであるといった誤解を抱かない

よう、認知機能検査は受検者の記憶力・判断力の状況を確認する簡易な手法で

あり、認知症の診断を行うものではない旨を確実に説明すること。

(4) 改正内容の周知の徹底

改正内容について、高齢者はもとより、更新時講習等の機会を捉えて高齢者

の家族に対しても広報啓発を行うなどし、周知の徹底に努めること。

(5) 職員に対する教養の徹底

改正内容のほか、上記(1)から(3)までについて、認知機能検査又は検査結果
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に基づく高齢者講習若しくは特定任意高齢者講習の担当職員に対する教養を徹

底すること。また、問い合わせを受けることが予想される他部門の職員に対し

ても、ポイントを絞った教養を徹底し、高齢者や家族からの問い合わせに適切

に対応できるようにすること。

(6) 委託を受けた者に対する指導の徹底

改正内容のほか、上記(1)から(3)までについて、認知機能検査若しくは検査

結果に基づく高齢者講習若しくは特定任意高齢者講習の実施の委託を受けた者

又は運転免許取得者教育（高齢者講習同等）の実施者に対する指導を徹底する

こと。

(7) 検証及び改善

認知機能検査及び検査結果に基づく高齢者講習については、その実施状況等

を踏まえ、制度及び運用を検証し、必要に応じ、改善を行っていくこととして

いる。各都道府県警察にあっては、運用の改善に努めるとともに、制度につい

て改善すべき点があれば当庁に報告すること。


















































